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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月7日(2011.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力した情報系列を所定の情報長ごとに分割して複数のサブフレームを生成するフレー
ム生成手段と、
　前記フレーム生成手段で生成されたサブフレームごとにブロック符号による誤り訂正符
号化を行う手段であって、情報ビットが前記所定の情報長を有するサブフレームに対して
は、所定の検査ビット長で、前記情報ビットが前記所定の情報長に満たないサブフレーム
に対しては、当該サブフレームの情報長に応じた検査ビット長で誤り訂正符号化する符号
化手段とを備えた誤り訂正符号化装置。
【請求項２】
　符号化手段は、所定の情報長を有するサブフレームとの間で、復号後のビット誤り率が
均一になるように、前記所定の情報長に満たないサブフレームに付与する検査ビット長を
設定することを特徴とする請求項１記載の誤り訂正符号化装置。
【請求項３】
　符号化手段は、所定の情報長に満たないサブフレームの情報長と所定の閾値を比較し、
この比較結果に応じて前記サブフレームに付与する検査ビット長を設定することを特徴と
する請求項１記載の誤り訂正符号化装置。
【請求項４】
　符号化手段は、所定の情報長に満たないサブフレームの情報長が所定の閾値よりも短い
場合、前記サブフレームに付与する検査ビット長を、フレーム生成手段で生成された他の
サブフレームの検査ビット長より短くすることを特徴とする請求項３記載の誤り訂正符号
化装置。
【請求項５】
　符号化手段は、フレーム生成手段で生成されたサブフレームごとにブロック符号による
誤り訂正符号化を行う手段であって、情報ビットが前記所定の情報長に満たない短縮され
たサブフレームに対し、当該サブフレームの情報長に応じて検査ビットの一部を棄却して
誤り訂正符号化することを特徴とする請求項１記載の誤り訂正符号化装置。
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【請求項６】
　符号化手段は、ブロック符号としてリード－ソロモン符号を用いることを特徴とする請
求項１から請求項５のうちのいずれか１項記載の誤り訂正符号化装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のうちのいずれか１項記載の誤り訂正符号化装置で生成された誤
り訂正符号化データを受信し、当該誤り訂正符号化データを構成する各サブフレームに同
期するためのフレーム同期信号を生成するフレーム同期手段と、
　前記フレーム同期手段で生成されたフレーム同期信号に基づいて、前記誤り訂正符号化
データを、前記サブフレームごとに誤り訂正を行って復号する復号手段とを備えた誤り訂
正復号装置。
【請求項８】
　復号手段は、請求項５記載の誤り訂正符号化装置で棄却された検査ビットの一部を消失
ビットとみなして復号することを特徴とする請求項７記載の誤り訂正復号装置。
【請求項９】
　入力した情報系列を所定の情報長ごとに分割して複数のサブフレームを生成するステッ
プと、
　前記ステップで生成されたサブフレームごとにブロック符号による誤り訂正符号化を行
うステップであって、情報ビットが前記所定の情報長を有するサブフレームに対しては、
所定の検査ビット長で、前記情報ビットが前記所定の情報長に満たないサブフレームに対
しては、当該サブフレームの情報長に応じた検査ビット長で誤り訂正符号化するステップ
とを備えた誤り訂正符号化方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明に係る誤り訂正符号化装置は、入力した情報系列を所定の情報長ごとに分割し
て複数のサブフレームを生成するフレーム生成手段と、フレーム生成手段で生成されたサ
ブフレームごとにブロック符号による誤り訂正符号化を行う手段であって、情報ビットが
所定の情報長を有するサブフレームに対しては、所定の検査ビット長で、情報ビットが所
定の情報長に満たないサブフレームに対しては、当該サブフレームの情報長に応じた検査
ビット長で誤り訂正符号化する符号化手段とを備えるものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発明によれば、入力した情報系列を所定の情報長ごとに分割して複数のサブフレー
ムを生成し、サブフレームごとにブロック符号による誤り訂正符号化を行う手段であって
、情報ビットが所定の情報長を有するサブフレームに対しては、所定の検査ビット長で、
情報ビットが所定の情報長に満たないサブフレームに対しては、当該サブフレームの情報
長に応じた検査ビット長で誤り訂正符号化するので、符号化率を向上することができると
いう効果がある。
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